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○防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱

防衛省訓令第121号

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令（昭和４９年政令第２２８号）第６条において準用する同施

行令第２条第１項の規定に基づき、並びに防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４９年法律第１０１

号）第３条第２項及び防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則（平成１９年防衛施設庁告示第９号）を実施するため、

防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱を次のように定める。

平成１９年 ８月 ２５日

防衛大臣 小池 百合子

防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱

改正 平成２０年 ３月３１日 防衛省訓令第 ２７号

平成２４年 ３月２９日 防衛省訓令第 １２号

平成２６年 ２月 ６日 防衛省訓令第 ３号

平成２７年 ４月 １日 防衛省訓令第 １４号

平成２７年 ４月１０日 防衛省訓令第 ２０号

平成２７年１１月１３日 防衛省訓令第 ４９号

平成２８年 ３月３１日 防衛省訓令第 ３４号

平成２９年 ３月２９日 防衛省訓令第 １７号

令和 ２年１２月２８日 防衛省訓令第 ６７号

令和 ５年 ３月３１日 防衛省訓令第 ２２号

令和 ６年 ３月１９日 防衛省訓令第 １２号

令和 ８年 ４月 ７日 防衛省訓令第３８４号
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第１章 総則

（通則）

第１条 学校・病院等防音事業、認可外保育施設等防音事業及び防音事業関連維持事業に係る補助金の交付に関して

は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行

令（第６条において「令」という。）及び防衛施設周辺対策補助金等交付規則（以下「交付規則」という。）その他

の法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）学校・病院等防音事業 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（以下「法」という。）第３条第２項

の規定による補助を受けて必要な工事を行う事業をいう。

（２）認可外保育施設等防音事業 法第２条第１項に規定する自衛隊等の航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施及び機

甲車両その他重車両の頻繁な使用又は射撃、爆撃その他火薬類の使用の頻繁な実施により生ずる音響で著しいも

のの防止又は軽減（次号において「騒音の防止等」という。）のため、認可外保育施設等（児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第６条の３第１０項若しくは同条第１２項又は第３９条第１項に規定する業務を目的とす

る施設であって、同法第３５条第３項の届出をしていないもの、同法第３４条の１５第２項若しくは第３５条第

４項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７

７号）第１７条第１項の認可を受けていないもの又は都道府県が設置する施設であって児童福祉法第４５条の規

定により条例で定められた基準を満たしていないもの（これらのうち防衛大臣が別に定めるものを除く。）をい
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う。次号において同じ。）について必要な工事を行う事業をいう。

（３）防音事業関連維持事業 学校・病院等防音事業（別表第２第１項の表に規定する１級工事又は２級工事により

実施する事業に限る。）又は防衛施設周辺の整備等に関する法律（昭和４１年法律第１３５号）第３条第２項の

規定若しくは行政措置による補助に係る工事を実施した小学校（特別支援学校の小学部を含む。）、中学校（特別

支援学校の中学部を含む。）、義務教育学校、高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）、中等教育学校、幼稚園

（特別支援学校の幼稚部を含む。）、保育所並びに家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う

施設（以下「家庭的保育事業等を行う施設」という。）、幼保連携型認定こども園及び認可外保育施設等（以下

「維持事業対象施設」という。）に設置されている換気設備、温度保持設備又は除湿設備（これを稼働させるた

めに必要な受電設備を含む。以下「空調設備」という。）を、騒音の防止等のため、稼働させ、又は稼働し得る

よう維持する事業をいう。

第２章 学校・病院等防音事業に係る補助金の交付等

（補助金の交付）

第３条 学校・病院等防音事業（以下この章において「事業」という。）に係る補助金の交付に関する事務は、地方

防衛局長及び東海防衛支局長（以下「地方防衛局長等」という。）が行うものとする。

（補助の対象とする経費の範囲）

第４条 事業を行う地方公共団体その他の者に対し補助する経費は、次の各号に掲げる経費であって、別表第１に定

める範囲に係るものとする。

（１）工事費 音響を防止し、又は軽減する工事（以下「工事」という。）に必要な本工事費（直接工事費、間接工

事費及び一般管理費等をいう。）、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、施設及び機械器具費、各種

工事負担金並びに工事雑費

（２）実施設計費 工事の設計図書（工事の施工に必要な図面及び仕様書をいう。以下同じ。）を作成するために必

要な経費

（３）地方事務費 工事の実施に附帯して必要な事務費

２ 前項第３号に規定する地方事務費で補助の対象とする額は、当該工事費の１００分の５を超えない額とする。

（工事の種別等）

第５条 工事の種別及びその適用基準は、別表第２のとおりとし、工事の標準仕方は、地方協力局長が別に定める。

（減ずる補助の割合）

第６条 令第６条の規定において準用する令第２条第１項ただし書の規定に基づき減ずる補助の割合は、次の表に定

めるとおりとする。

空 気 調 和 設 備 に 係 る 工 事

施 設 名 地 域 １級改築 ２級改築 １級改造工 ２級改造工 ３級改造工 ４級改造工
工事 工事 事及び１級 事及び２級 事及び３級 事及び４級

併行工事 併行工事 併行工事 併行工事

維持費対象施設 各都道府 10分の１ 10分の2.5 10分の１ 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5
県（沖縄
県 を 除
く。）

沖縄県 10分の0.5 10分の0.5 10分の0.5 10分の0.5 10分の１ 10分の1.5

大学、高等専門学校、専修学 各都道府 10分の１ 10分の2.5 10分の１ 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5
校、福祉型障害児入所施設 県（沖縄
（児童福祉法（昭和２２年法 県 を 除
律第１６４号）第４２条第１ く。）
号に規定する福祉型障害児入
所施設をいう。以下同じ。）、 沖縄県 10分の0.5 10分の0.5 10分の0.5 10分の0.5 10分の1.5 10分の2.5
児童発達支援センター（肢体
不自由（同法第６条の２の２
第２項に規定するものをい
う。以下同じ。）のある児童に
対して治療を行うものを除
く。）、児童自立支援施設、身
体障害者福祉センター、職業
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能力開発校、障害者支援施設
及び障害福祉サービス事業
（生活介護、自立訓練、就労
移行支援又は就労継続支援を
行う事業に限る。）を行う施設

病院、診療所、助産所、保健 各都道府 10分の２ 10分の2.5 10分の２ 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5
所、医療型障害児入所施設 県
（児童福祉法第４２条第２号
に規定する医療型障害児入所
施設をいう。以下同じ。）、児
童発達支援センター（肢体不
自由のある児童に対して治療
を行うものに限る。）、救護施
設、老人デイサービスセンタ
ー、特別養護老人ホーム及び
老人介護支援センター

（補助金等交付申請書の様式等）

第７条 交付規則第３条第１項に規定する補助金等交付申請書の様式は、別記第１号様式（国庫債務負担行為に係る

事業の場合にあっては、別記第２号様式）とし、同項に規定する添付書類は、次の各号に掲げる書類とする。

（１）別記第３号様式（国庫債務負担行為に係る事業の場合にあっては、別記第４号様式）による事業の内容及び経

費配分書

（２）別記第５号様式による収支予算書

（軽微な変更）

第８条 交付規則第４条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。

（１）事業の経費の配分の変更のうち次に掲げる経費の流用による変更で、流用先の経費（工事費については各種別

経費（本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、施設及び機械器具費、各種工事負担金並び

に工事雑費をいう。以下同じ。））の増加額が変更前の当該経費に１００分の２０を乗じて得た額（当該額が２０

万円未満である場合は２０万円）を超えないもの

ア 工事費の各種別経費相互間の流用。ただし、工事雑費への流用を除く。

イ 工事雑費又は地方事務費から実施設計費への流用

ウ 実施設計費から工事費（工事雑費を除く。）への流用

エ 地方事務費から工事費への流用

（２）事業の内容の変更のうち次に掲げる変更以外の変更

ア 設計図書の作成に必要な調査の種類又は方法の変更

イ 敷地又は平面計画の変更

ウ 建築設備機器（建築設備（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第３号に規定する建築設備をい

う。）の部分となって用いられる機械又は器具のうち重要な機械又は器具をいう。）の品目、規格、型式又は数

量の変更

エ 建物の主要構造部（建築基準法第２条第５号に規定する主要構造部をいう。）、工法又は仕上材料の変更

オ 遮音材料、吸音材料又は防音建具の気密機構の変更

カ 事業の完了予定期日の１月以上の延期又は当該期日の属する年度の翌年度にわたる延期

（補助事業等計画変更承認申請書の様式）

第９条 交付規則第４条第１項第１号に規定する補助事業等計画変更承認申請書の様式は、別記第６号様式（国庫債

務負担行為に係る事業の場合にあっては、別記第７号様式）とする。

（遂行困難な場合の報告）

第１０条 交付規則第４条第１項第３号に規定する報告は、事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記

載した書類を提出することにより行うものとする。

（状況報告）

第１１条 交付規則第６条の報告書の様式及び提出時期は、次のとおりとする。

報告書の種類 報告書の様式 提 出 時 期
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補助事業等着手報告書 別記第８号様式（国庫債務負担 事業の着手後７日以内

行為に係る事業の場合にあって

は、別記第９号様式）

補助事業等遂行状況報告書 別記第10号様式（国庫債務負担 事業の着手後毎会計年度12月31日現在の遂

行為に係る事業の場合にあって 行状況を翌月14日まで

は、別記第11号様式）

２ 次の各号に掲げる場合には、補助事業等遂行状況報告書の提出は要しない。

（１）事業の着手後３月以内に事業が完了する場合

（２）事業の着手後１月以内に１２月３１日になる場合

（補助事業等実績報告書の様式等）

第１２条 交付規則第７条に規定する補助事業等実績報告書の様式及び同条に規定する添付書類は、次の表の区分に

応じ、同表に定めるところによる。

区 分 補助事業等実績報告書の様式 添 付 書 類

事業が完了した場合（事業の 別記第12号様式（国庫債務負担 別記第14号様式（国庫債務負担行為に係る

廃止の承認を受けた場合を含 行為に係る事業の場合にあって 事業の場合にあっては、別記第15号様式）

む。） は、別記第13号様式） による収支精算書

別記第16号様式による完了検査等調書

完了設計書

会計年度内に当該交付決定の 別記第17号様式（国庫債務負担 別記第19号様式による年度末収支状況調書

対象となった事業が完了しな 行為に係る事業の場合にあって

い場合 は、別記第18号様式） 出来高工程表

第３章 認可外保育施設等防音事業に係る補助金の交付等

（補助金の交付等）

第１３条 地方防衛局長等は、認可外保育施設等防音事業を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の全部

又は一部を補助するものとする。

２ 認可外保育施設等防音事業に係る補助に関しては、学校・病院等防音事業のうち保育所に係る補助の例による。

第４章 防音事業関連維持事業に係る補助金の交付等

（補助金の交付）

第１４条 地方防衛局長等は、防音事業関連維持事業（以下この章において「事業」という。）を行う地方公共団体

その他の者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

（補助の対象とする経費）

第１５条 事業を行う地方公共団体その他の者に対し補助する経費は、事業の実施に要する経費で、次の各号に掲げ

るものとする。

（１）維持費 次条に規定する料金等

（２）地方事務費 事業の実施に附帯して必要な人件費、物品費その他の事務費

第１６条 補助の対象とする料金又は代金（以下「料金等」という。）は、次に掲げるものとする。ただし、温度保

持設備又は除湿設備の稼働に要した第１号及び第２号の料金等については、維持事業対象施設の所在する区域に応

じ、地方協力局長が別に定める期間に稼働したものに限る｡

（１）空調設備の動力として使用した各月の電力量に対する電力量料金（次条第１号において「電力量料金」とい

う。）

（２）空調設備のうち、除湿設備の稼働に要した各月のガスの料金又は燃料油の代金（次条第１号において「ガス料

金等」という。）

（３）維持事業対象施設に係る契約電力に対する各月の基本料金のうち空調設備の動力分に相当する料金（次項及び
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次条第１号において「基本料金」という。）

２ 空調設備の各月の稼働時間が、地方協力局長が別に定める時間（以下この項において「下限時間」という｡）に

満たない場合の料金等は、前項の規定にかかわらず、補助の対象としないものとする。ただし、空調設備の各月の

稼働時間が下限時間に満たない場合の基本料金については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、補助の対

象とすることができる。

（１）稼働時間が下限時間を超える月が年間の４分の１以上ある場合

（２）防衛施設の運用が一時的に変化したため、空調設備を稼働させなかった場合

（３）その他やむを得ない事由により空調設備を一時的に稼働しなかった場合

３ 空調設備の各月の稼働時間が、地方協力局長が別に定める時間を超える部分の料金等は、第１項の規定にかかわ

らず、補助の対象としないものとする。

４ 料金等の算定方法は、地方協力局長が別に定めるところによる。

（補助の額）

第１７条 補助の額は、次の各号に掲げる額とする。

（１）維持費 電力量料金及びガス料金等の合計額に１０分の５．５（沖縄県の区域内に所在する維持事業対象施設

については、１０分の９）を乗じて得た額と基本料金に３分の２（沖縄県の区域内に所在する維持事業対象施設

については、１０分の１０）を乗じて得た額の合計額の範囲内の額

（２）地方事務費 維持費に１００分の５を乗じて得た額の範囲内の額

（補助金等交付申請書の様式等）

第１８条 交付規則第３条第１項に規定する補助金等交付申請書の様式は、別記第１号様式とし、同条に規定する添

付書類は、次の各号に掲げる書類とする。

（１）別記第３号様式による事業の内容及び経費配分書

（２）別記第２０号様式による事業内容調書（１）

（３）別記第２１号様式による事業内容調書（２）

（４）別記第２２号様式による料金等内訳表

（補助事業等実績報告書の様式等）

第１９条 交付規則第７条に規定する補助事業等実績報告書の様式は、別記第１２号様式とし、同条に規定する添付

書類は、次に掲げる書類とする。

（１）別記第１４号様式による収支精算書

（２）別記第２０号様式による事業内容調書（１）

（３）別記第２３号様式による事業内容調書（３）

（４）別記第２２号様式による料金等内訳表

（５）補助に係る維持事業対象施設の当該年度の料金等の領収書の写し

第５章 雑則

（委任規定）

第２０条 この訓令の実施に関し必要な事項は、地方協力局長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成１９年９月１日から施行する。

（機能復旧工事に係る減ずる補助の割合）

２ 当分の間、機能復旧工事に係る減ずる補助の割合は、次の表に定めるとおりとする。

１ 級 機 能 ２ 級 機 能 ３ 級 機 能 ４ 級 機 能
復 旧 工 事 復 旧 工 事 復 旧 工 事 復 旧 工 事

施 設 名 地 域

空気調和 空気調和 空気調和 空気調和
設備取替 設備取替 設備取替 設備取替

建替工事 建替工事 工事及び 工事及び 工事及び 工事及び
建替工事 建替工事 空気調和 空気調和 空気調和 空気調和

以 外 以 外 設備を追 設備を追 設備を追 設備を追
加する工 加する工 加する工 加する工
事 以 外 事 事 以 外 事
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維持事業対象 各都道 10分の１ 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5
施設 府県

（沖縄
県を除
く。）

沖縄県 10分の0.5 10分の2.5 10分の0.5 10分の2.5 10分の1.5 10分の1 10分の2.5 10分の1.5

大学、高等専 各都道 10分の１ 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5
門学校、専修 府県
学校、福祉型 （沖縄
障害児入所施 県を除
設、児童発達 く。）
支援センター
（肢体不自由 沖縄県 10分の0.5 10分の2.5 10分の0.5 10分の2.5 10分の1.5 10分の1.5 10分の2.5 10分の2.5
のある児童に
対して治療を
行うものを除
く。）、児童自
立支援施設、
身体障害者福
祉センター、
職業能力開発
校、障害者支
援施設及び障
害福祉サービ
ス事業（生活
介護、自立訓
練、就労移行
支援又は就労
継続支援を行
う事業に限
る。）を行う
施設

病院、診療 各都道 10分の２ 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5 10分の2.5
所、助産所、 府県
保健所、医療
型障害児入所
施設、児童発
達支援センタ
ー（肢体不自
由のある児童
に対して治療
を行うものに
限る。）、救護
施設、老人デ
イサービスセ
ンター、特別
養護老人ホー
ム及び老人介
護支援センタ
ー

備考：３級機能復旧工事の欄及び４級機能復旧工事の欄に掲げる空気調和設備については、太陽光発電システムを

含まない。

３ この訓令の施行の日から障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）附則第１条第３号に掲げる規定の施

行の日の前日までの間は、第６条の表中「障害者支援施設及び」とあるのは「障害者支援施設、」と、「行う

施設」とあるのは「行う施設、身体障害者授産、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設」と、「及び母

子健康センター」とあるのは「、母子健康センター及び身体障害者療護施設」と、別表第１中

「

障害者支援施設及び障害

福祉サービス事業（生活

介護、自立訓練、就労移 居室、食堂、訓練・作業室、相談室、多目的室その他障害者の教育のために工事を必

行支援又は就労継続支援 要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設
を行う事業に限る。) を
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行う施設

」

とあるのは、

「

障害者支援施設及び障害

福祉サービス事業（生活

介護、自立訓練、就労移 居室、食堂、訓練・作業室、相談室、多目的室その他障害者の教育のために工事を必

行支援又は就労継続支援 要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設
を行う事業に限る。) を

行う施設

居室、事務室、静養室、相談室、食堂、作業室、更衣室、医務室、集会室その他身体
身体障害者授産施設

障害者の教育のために工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

居室、静養室、食堂、浴室、医務室、作業指導室又は作業場、調理室、更衣室、事務

知的障害者更生施設 室、会議室、宿直室、指導員室、相談室その他知的障害者の教育のために工事を必要

とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

居室、静養室、食堂、浴室、医務室、作業指導室又は作業指導場、調理室、事務室、

知的障害者授産施設 会議室、宿直室、指導員室、相談室その他知的障害者の教育のために工事を必要とす

る施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

」

と、

「

病室、分べん室、保健指導室、診察室、助産師室その他母子健康に関する事業を行う
母 子 健 康 セ ン タ ー

ために特に工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

」

とあるのは、

「

病室、分べん室、保健指導室、診察室、助産師室その他母子健康に関する事業を行う
母 子 健 康 セ ン タ ー

ために特に工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

居室、事務室、静養室、相談室、食堂、医務室、宿直室、寮母室、看護師室、機能回

身体障害者療護施設 復訓練室、集会室その他身体障害者の治療及び養護のために工事を必要とする施設及

び工事の実施上これらと不可分な施設

」

と、別表第２の２適用基準の表中「障害者支援施設及び」とあるのは「障害者支援施設、」と、「行う施設」とある

のは「行う施設、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設」と、「及び母子健康センタ

ー」とあるのは「、母子健康センター及び身体障害者療護施設」とする。

附 則〔平成２０年３月３１日防衛省訓令第２７号〕

（施行期日）

１ この訓令は、平成２０年４月１日から施行する。

２～５ 略

（防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱に関する経過措置）

６ この訓令の施行日までに、防衛施設周辺対策事業補助金交付事務取扱規則（平成１９年防衛省訓令第８０号）第

４条第１項に基づき防衛大臣から補助金等の交付についての指示を受けた事業（防衛施設庁訓令を廃止する訓令

（平成１９年防衛施設庁訓令第１７号）に基づき廃止された防衛施設庁補助金交付事務取扱規則（昭和３９年防衛

施設庁訓令第１１号）第５条第１項の規定に基づき防衛施設庁長官から補助金等の交付についての指示を受けた事

業を含む。）に関連し、施行日以降の実施を計画している工事に対し補助金等を交付する場合の減ずる補助の割合

については、なお従前の例による。

附 則〔平成２４年３月２９日防衛省訓令第１２号〕
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（施行期日）

１ この訓令は、平成２４年４月１日（附則第３項及び第４項において「施行日」という。）から施行する。

２～４ 略

附 則〔平成２６年２月６日防衛省訓令第３号〕

この訓令は、平成２６年２月６日から施行する。

附 則〔平成２７年４月１日防衛省訓令第１４号〕

この訓令は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の施行の日（平成２７年４月１日）から施行する。

附 則〔平成２７年４月１０日防衛省訓令第２０号〕

１ この訓令は、平成２７年４月１０日から施行する。

２ 略

附 則〔平成２７年１１月１３日防衛省訓令第４９号〕

この訓令は、平成２７年１１月１３日から施行する。

附 則〔平成２８年３月３１日防衛省訓令第３４号〕

（施行期日）

１ この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。

（防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱の一部改正に伴う経過措置）

２ この訓令による改正後の防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱第２条第３号（学校・病院等防音事業に係る部分

に限る。）及び附則第２項の規定については、この訓令の施行後に主要な実施設計の契約を行う事業について適用

する。

附 則〔平成２９年３月２９日防衛省訓令第１７号〕

この訓令は、児童福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第６３号）の施行の日（平成２９年４月１日）か

ら施行する。

附 則〔令和２年１２月２８日防衛省訓令第６７号〕

（施行期日）

１ この訓令は、令和２年１２月２８日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用され

ている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

３ この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則〔令和５年３月３１日防衛省訓令第２２号〕

（施行期日）

１ この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の

様式によるものとみなす。

附 則〔令和６年３月１９日防衛省訓令第１２号〕

（施行期日）

この訓令は、児童福祉法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十六号）の施行の日から施行する。

附 則〔令和８年４月７日防衛省訓令第３８４号〕
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（施行期日）

１ この訓令は、令和８年４月８日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正後の防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱の規定は、令和８年度以降の年度の予算に係る国

の補助（令和７年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和８年度以降の年度に支出すべきものとされた国の

補助を除く。）について適用し、令和７年度以前の年度の予算に係る国の補助で令和８年度以降の年度に繰り越さ

れたもの及び令和７年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和８年度以降の年度に支出すべきものとされた

国の補助については、なお従前の例による。
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別表第１（第４条関係）

施 設 名 工 事 の 対 象 範 囲

校長室、会議室、教員室、普通教室、特別教室（音響による教育阻害の少ない室を除

学 校 く。）、図書室、教員研究室、医務室、休養室、放送室その他教育事業を行うために特

（幼稚園を除く。） に工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

職員室、保育室、遊戯室、保健室その他幼稚園児の教育事業を行うために特に工事を
幼 稚 園

必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

教室、教員室、事務室、図書室、保健室、教員研究室、実習場（音響による教育阻害

専 修 学 校 の少ない室を除く。）、その他教育事業を行うために特に工事を必要とする施設及び工

事の実施上これらと不可分な施設

乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、医務室その他児童福祉事業である保育を行うた
保育所及び小規模保育事

業又は事業所内保育事業 めに特に工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

を行う施設

乳幼児の保育を行う専用の部屋及び工事の実施上これらと不可分な施設
家庭的保育事業を行う施

設

福祉型障害児入所施設 居室、医務室、静養室、遊戯室、訓練室その他障害児の保護、日常生活の指導等のた

めに工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

児童発達支援センター 発達支援室、遊戯室、医務室、相談室、静養室その他指定児童発達支援（児童福祉法

（肢体不自由のある児童 に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生

に対して治療を行うもの 労働省令第１５号）第４条に規定するものをいう。以下同じ。）の提供のために工事を

を除く。） 必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

生活指導、学科指導及び職業指導並びに児童自立支援施設の事務執行のために、特に
児 童 自 立 支 援 施 設

工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

相談室、訓練室、図書閲覧室、研修室、会議室、展示室、更衣室、食堂、事務室、作

身体障害者福祉センター 業室その他身体障害者の教育のために工事を必要とする施設及び工事の実施上これら

と不可分な施設

教室、実習場（音響による訓練阻害の少ない室を除く。）、校長室、教職員室、会議室､

職 業 能 力 開 発 校 図書室、相談・面接室、医務・保健室、視聴覚教室、その他職業訓練を行うために特

に工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

障害者支援施設及び障害

福祉サービス事業（生活

介護、自立訓練、就労移 居室、食堂、訓練・作業室、相談室、多目的室その他障害者の教育のために工事を必

行支援又は就労継続支援 要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設
を行う事業に限る。) を

行う施設

幼保連携型認定こども園 職員室、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、保健室その他教育及び保育を行うため

に特に工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

病室、新生児室、診療室、治療室、手術室、分べん室、処置室、準備室、検査室、実

病 院 及 び 診 療 所 験研究室、調剤室、医師勤務室、看護師勤務室、療養室、診察室、機能訓練室、談話

(介護老人保健施設を含む｡) 室その他医療保健業又は老人の看護等を行うために特に工事を必要とする施設及び工

事の実施上これらと不可分な施設
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収容室、分べん室、新生児室、診察室その他助産に関する事業を行うために特に工事
助 産 所

を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

保健指導室、予診室、診察室、計測室、検査室、医師勤務室、保健師勤務室その他公

保 健 所 衆衛生の向上等の指導及びこれに必要な事業を行うために特に工事を必要とする施設

及び工事の実施上これらと不可分な施設

診察室、手術室、処置室、病室、訓練室、静養室、ギブス室その他障害児の保護、日

医療型障害児入所施設 常生活の指導、治療等のために工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可

分な施設

児童発達支援センター 発達支援室、遊戯室、相談室、静養室、診察室、処置室その他指定児童発達支援の提

（肢体不自由のある児童 供のために工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

に対して治療を行うもの

に限る。）

居室、静養室、集会室、医務室、事務室、寮母室その他生活保護活動を行うために特
救 護 施 設

に工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

事務室、相談室、食堂、作業及び日常動作訓練室、介護者教育室、休養室その他老人

老人デイサービスセンター 福祉事業を行うために特に工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な

施設

居室、静養室、医務室、事務室、看護職員室、介護職員室、機能訓練室その他老人福祉
特別養護老人ホーム

事業を行うために特に工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設

事務室、相談室、会議室、介護機器展示のための設備その他老人福祉事業を行うため
老人介護支援センター

に特に工事を必要とする施設及び工事の実施上これらと不可分な施設
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別表第２（第５条関係）

工事の種別及び適用基準

１ 工事種別

内 容

工 事 種 別

音響を防止し又は軽減する量 方 法

１ 級 工 事 35デシベル以上 改築、改造、併行、移転、機能復旧

２ 級 工 事 30デシベル以上35デシベル未満 改築、改造、併行、移転、機能復旧

３ 級 工 事 25デシベル以上30デシベル未満 改造、併行、機能復旧

４ 級 工 事 20デシベル以上25デシベル未満 改造、併行、機能復旧

注：この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 改 築 木造の施設を鉄筋コンクリート造の施設に改築する工事及び木造以外の施設を改造することが構

造耐力上適当でないと認められることその他の理由により鉄筋コンクリート造の施設に改築する

工事

(2) 改 造 既存の施設の一部を模様替えする工事

(3) 併 行 施設の新築又は増築等の工事に併せて行う工事

(4) 移 転 施設を移転する工事

(5) 機能復旧 改築、改造又は併行により工事を実施した施設で、当該工事実施後に、経年により遮音、吸音又

は空気調和（換気、温度保持又は除湿）の機能が著しく低下した場合に防音機能の回復を図るた

めに実施する金属製気密建具取替工事、木製気密建具取替工事、ガラスブロック取替工事、内装

材取替工事、空気調和設備取替工事若しくは建替工事又は空気調和設備を追加する工事
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２ 適用基準

音響の強度

(単位:ﾃﾞｼﾍﾞﾙ)

70以上 75以上 80以上 85以上 90以上 95以上

音響の

施 設 名 単 位 時 間 頻 度

学校（幼稚園を除 １授業単位時間 10回以上 ４級 ３級 ２級 １級 １級 １級

く。）、専修学校、児 又は１訓練単位

童自立支援施設及び 時間 ５回以上 ３級 ２級 １級 １級

職業能力開発校

１日の授業時間 10回以上 ２級 １級

又は訓練時間

幼稚園、保育所、家 １ 時 間 12回以上 ４級 ３級 ２級 １級 １級 １級

庭的保育事業等を行

う施設及び幼保連携 ６回以上 ３級 ２級 １級 １級

型認定こども園

４ 時 間 ８回以上 ２級 １級

福祉型障害児入所施 １ 時 間 10回以上 ４級 ３級 ２級 １級 １級 １級

設、児童発達支援セ

ンター（肢体不自由

のある児童に対して

治療を行うものを除

く。）､ 身体障害者

福祉センター､障害 ５回以上 ３級 ２級 １級 １級

者支援施設及び障害

福祉サービス事業

（生活介護、自立訓

練、就労移行支援又

は就労継続支援を行

う事業に限る。）を

行う施設

病院、診療所、助産 ８時から18時 ３回以上 ４級 ３級 ２級 １級 １級 １級

所、医療型障害児入 までの１単位

所施設、児童発達支 時間

援センター（肢体不

自由のある児童に対 18時から23時 ２回以上 ４級 ３級 ２級 １級 １級 １級

して治療を行うもの までの１単位

に限る。）、救護施 時間

設、特別養護老人ホ

ーム及び老人介護支 23時から８時 ４回以上 ３級 ２級 １級 １級

援センター までの全時間

保健所及び老人デイ １ 時 間 ４回以上 ４級 ３級 ２級 １級 １級 １級

サービスセンター

注：１ この表における各単位時間は、昭和49年６月27日防衛施設庁告示第７号の例による。

２ １級、２級、３級又は４級とは、１級工事、２級工事、３級工事又は４級工事をいう。
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別記第１号様式（第７条、第18条関係）

補 助 金 等 交 付 申 請 書

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

申請者 住 所

氏 名

令和 年度において、下記のとおり を実施したいので、防衛施設周辺防音事業

補助金交付要綱により補助金の交付を申請する。

記

１ 事 業 の 目 的：

２ 補助金等交付申請額： 円

３ 事業の内容及び経費配分：事業の内容及び経費配分書に記載のとおり

４ 事 業 実 施 予 定 期 間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 収 支 予 算：収支予算書に記載のとおり

添付書類：１ 事業の内容及び経費配分書

２ 収支予算書（学校・病院等防音事業又は認可外保育施設等防音事業のみ）

３ 事業内容調書（１）・（２）（防音事業関連維持事業のみ）

４ 料金等内訳表（防音事業関連維持事業のみ）

注： 学校・病院等防音事業又は認可外保育施設等防音事業に係る申請と防音事業関連維持事業に係る申請とを同時

にする場合は、これらの申請を一の申請書ですることができる。
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別記第２号様式（第７条関係）

補 助 金 等 交 付 申 請 書

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

申請者 住 所

氏 名

令和 年度において、下記のとおり を実施したいので、防衛施設周辺防音事業

補助金交付要綱により国庫債務負担行為に係る事業として補助金の交付を申請する。

記

１ 事 業 の 目 的：

２ 補助金等交付申請額： 円

国庫債務負担年割額 令和 年度 円

令和 年度 円

３ 事業の内容及び経費配分：事業の内容及び経費配分書に記載のとおり

４ 事 業 実 施 予 定 期 間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 収 支 予 算：収支予算書に記載のとおり

添付書類：１ 事業の内容及び経費配分書

２ 収支予算書

注： 国庫債務負担行為に係る事業が３か年以上にわたる場合には、国庫債務負担年割額の区分について適宜追加す

ること。
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別記第３号様式（第７条、第１８条関係）

事 業 の 内 容 及 び 経 費 配 分 書

事業の 施 工 工種・ 構造･工法･ 事業量 経 費 の 配 分 国庫 経 費 負 担 の 内 訳
品目・ 規格･型式･ 又 は 補助 備考
調査の 調査の方法 数 量 経 費 工事費 割合 国 庫 都道府 市 町 そ の

事業費 計
名 称 場 所 種類等 等 の区分 の区分 補助金 県 費 村 費 他

円 円 円 円 円 円

注：１ 経費の算出基礎となった書類（設計図書等）を添付すること。
２ 防音事業関連維持事業については、該当する事項を記載すること。
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別記第４号様式（第７条関係）

事 業 の 内 容 及 び 経 費 配 分 書

事業の名称：

経 費 の 配 分 経 費 負 担 の 内 訳
施 工 工種・ 構造･工法･ 事業量 国庫

品目・ 規格･型式･ 又 は 補助 国庫補助金 備考
調査の 調査の方法 数 量 経 費 工事費 割合 都道府 市町 その

事業費 年割額 計
場 所 種類等 等 の区分 の区分 県 費 村費 他

令和 令和
年度 年度

円 円 円 円 円 円 円 円

注：１ 経費の算出基礎となった書類（設計図書等）を添付すること。
２ 国庫債務負担行為に係る事業が３か年以上にわたる場合には、年割額の区分について適宜追加すること。
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別記第５号様式（第７条関係）

収 支 予 算 書

１ 収入の部

費 目 予 算 額 内 訳 備 考

円 円

２ 支出の部

費 目 予 算 額 内 訳 備 考

円 円

３ 事業者の予算議決（又は議決予定）年月日：令和 年 月 日

注：収支予算には、国庫補助金以外の財源も併せて記載すること。
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別記第６号様式（第９条関係）

補助事業等計画変更承認申請書

（防衛施設周辺防音事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で補助金交付決定の通知があった の実施について、別紙理

由書に記載した理由により事業の内容及び経費の配分を変更したいので、承認を受けたく関係書類を添えて申請する。

注：関係書類は、補助金等交付申請書又は補助事業等計画変更承認申請書に添付された書類並びに当該書類に添付さ

れた書類及び図面の各葉のうち、補助事業等の計画の変更に伴い変更を必要とする事項が記入されている各葉につ

いて、書類にあっては変更前と変更後の補助事業等の計画の相違を容易に比較対照できるよう所要の修正を加えた

ものとし、図面にあっては変更後の内容を明示したものとする。
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別記第７号様式（第９条関係）

補助事業等計画変更承認申請書

（防衛施設周辺防音事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交付決定の通知があった

の実施について、別紙理由書に記載した理由により事業の内容及び経費の配分を変更

したいので、承認を受けたく関係書類を添えて申請する。

注：関係書類は、補助金等交付申請書又は補助事業等計画変更承認申請書に添付された書類並びに当該書類に添付さ

れた書類及び図面の各葉のうち、補助事業等の計画の変更に伴い変更を必要とする事項が記入されている各葉につ

いて、書類にあっては変更前と変更後の補助事業等の計画の相違を容易に比較対照できるよう所要の修正を加えた

ものとし、図面にあっては変更後の内容を明示したものとする。
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別記第８号様式（第11条関係）

補 助 事 業 等 着 手 報 告 書
（防衛施設周辺防音事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で補助金交付決定の通知があった について着手し

たので、下記のとおり報告する。

記

１ 契 約 の 状 況 等

(1) 設 計 金 額： 円

(2) 契 約 額： 円

２ 着 手 年 月 日：令和 年 月 日

３ 完了予定年月日：令和 年 月 日

４ 契約の結果生じた補助金の額の剰余額： 円

注：１ ２件以上の契約を締結する場合は、記中１の事項を契約ごとに記載すること。

２ 補助の対象事業の施工主体が地方公共団体以外の者である場合、契約等の方式（一般競争入札、指名競争入

札、随意契約（随意契約によった理由））、入札金額、落札金額を記載した適当な様式の書類を添付すること。
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別記第９号様式（第11条関係）

補 助 事 業 等 着 手 報 告 書
（防衛施設周辺防音事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交付決定の通知があった

について着手したので、下記のとおり報告する。

記

１ 契 約 の 状 況 等

(1) 設 計 金 額： 円

(2) 契 約 額： 円

２ 着 手 年 月 日：令和 年 月 日

３ 完了予定年月日：令和 年 月 日

４ 契約の結果生じた補助金の額の剰余額： 円

注：１ ２件以上の契約を締結する場合は、記中１の事項を契約ごとに記載すること。

２ 補助の対象事業の施工主体が地方公共団体以外の者である場合、契約等の方式（一般競争入札、指名競争入

札、随意契約（随意契約によった理由））、入札金額、落札金額を記載した適当な様式の書類を添付すること。
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別記第10号様式（第11条関係）

補 助 事 業 等 遂 行 状 況 報 告 書

（防衛施設周辺防音事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で補助金交付決定の通知があった について、

令和 年 月 日現在の遂行状況を下記のとおり報告する。

記

１ 収支の状況

(1) 収入の部

費 目 予 算 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額 備 考

円 円 円

(2) 支出の部

費 目 予 算 額 支 出 済 額 支 出 未 済 額 備 考

円 円 円
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２ 出来高の状況

経費の区分 工 種・ 交 付 決 定 出 来 高 進ちょく率 補 助 金 の

及び工事費 品 目・ 事業量 事業量 (B) 備 考
又 は 事業費(A) 又 は 事業費(B) ×100

の 区 分 調査の種類等 数 量 数 量 (A) 交 付 済 額

円 円 ％ 円

注：地方事務費及び工事雑費に関する出来高の状況は、記載の必要がない。
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別記第11号様式（第11条関係）

補 助 事 業 等 遂 行 状 況 報 告 書

（防衛施設周辺防音事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交付決定の通知があった

について、令和 年 月 日現在の遂行状況を下記のとおり報告する。

記

１ 収支の状況

(1) 収入の部

費 目 予 算 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額 備 考

円 円 円

(2) 支出の部

費 目 予 算 額 支 出 済 額 支 出 未 済 額 備 考

円 円 円



- 26 -

２ 出来高の状況

経費の区 工 種・ 交 付 決 定 出 来 高 補助金の交付済額
進ちょく率

分及び工 品 目・ 事業量 事業量 年 割 額
(B) 備 考

事費の区 調査の種 又 は 事業費(A) 又 は 事業費(B) ×100 令和 令和
(A)

分 類等 数 量 数 量 年度 年度

円 円 ％ 円 円 円

注：１ 地方事務費及び工事雑費に関する出来高の状況は、記載の必要がない。

２ 国庫債務負担行為に係る事業が３か年以上にわたる場合には、年割額の区分について適宜追加すること。
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別記第12号様式（第12条、第19条関係）

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書

（防衛施設周辺防音事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で補助金交付決定の通知があった を実施したので、

下記のとおり報告する。

記

１ 事 業 所 要 額： 円

２ 補助金交付決定額： 円

３ 収 支 精 算：収支精算書に記載のとおり

４ 事 業 実 施 期 間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 事業の内容及び成果

経費の区分 工 種・ 交 付 決 定 実 績 差引増△減額

事業の名称 及び工事費 品 目・ 事 業 量 事 業 量 (A)－(B) 備 考
事業費(A) 事業費(B)

の 区 分 調査の種類等 又は数量 又は数量 比 較

円 円 円

６ 事 業 の 成 績：完了検査等調書に記載のとおり

添付書類：１ 収支精算書

２ 完了検査等調書（学校・病院等防音事業又は認可外保育施設等防音事業のみ）

３ 完了設計書（学校・病院等防音事業又は認可外保育施設等防音事業のみ）

４ 事業内容調書（１）・（３）（防音事業関連維持事業のみ）

５ 料金等内訳表（防音事業関連維持事業のみ）

６ 補助に係る維持事業対象施設の当該年度の料金等の領収書の写し（防音事業関連維持事業のみ）

注：１ 防音事業関連維持事業については、該当する事項を記載すること。

２ 事業内容調書（１）については、補助金等交付申請書に添付したものと同じ内容である場合は、添付を省略

することができ、その旨を記５の表備考の項に記入すること。

３ 学校・病院等防音事業又は認可外保育施設等防音事業に係る報告と防音事業関連維持事業に係る報告とを同

時にする場合は、これらの報告を一の報告書ですることができる。
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別記第13号様式（第12条関係）

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書

（防衛施設周辺防音事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交付決定の通知があった

を実施したので、下記のとおり報告する。

記

１ 事 業 所 要 額： 円

２ 補助金交付決定額： 円

国庫債務負担年割額 令和 年度 円

令和 年度 円

３ 収 支 精 算：収支精算書に記載のとおり

４ 事 業 実 施 期 間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 事業の内容及び成果

経費の区分 工 種・ 交 付 決 定 実 績 差引増△減額

及び工事費 品 目・ 事 業 量 事 業 量 (A)－(B) 備 考
事業費(A) 事業費(B)

の 区 分 調査の種類等 又は数量 又は数量 比 較

円 円 円

６ 事 業 の 成 績：完了検査等調書に記載のとおり

添付書類：１ 収支精算書

２ 完了検査等調書

３ 完了設計書

注：国庫債務負担行為に係る事業が３か年以上にわたる場合には、国庫債務負担年割額の区分について適宜追加する

こと。
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別記第14号様式（第12条、第19条関係）

収 支 精 算 書

１ 収入の部

事 業 の 名 称 費 目 予 算 額 精 算 額 差 引 増 △ 減 備 考

円 円 円

２ 支出の部

事 業 の 名 称 費 目 予 算 額 精 算 額 差 引 増 △ 減 備 考

円 円 円

３ 国庫補助金精算

補助金交付 精算事業費 国庫補助 国庫補助金 概算払受領 差引国庫補
事 業 の 名 称 費 目 助金未受領 備 考

決 定 額 総 額 割 合 精 算 額 総 額 （返還）額

円 円 円 円 円
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別記第15号様式（第12条関係）

収 支 精 算 書

事業の名称：

１ 収入の部

費 目 予 算 額 精 算 額 差 引 増 △ 減 備 考

円 円 円

２ 支出の部

費 目 予 算 額 精 算 額 差 引 増 △ 減 備 考

円 円 円

３ 国庫補助金精算

補助金 精算事 国庫 国庫補助金精算額 概算払 差引国庫補

費 目 交付決 業費総 補助 年 割 額 受領総 助金未受領 備 考

定額 額 割合 令和 年度 令和 年度 額 （返還）額

円 円 円 円 円 円 円

注：国庫債務負担行為に係る事業が３か年以上にわたる場合には、年割額の区分について適宜追加すること。
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別記第16号様式（第12条関係）

完 了 検 査 等 調 書

事業の名称：

１ 完了検査調書

（１）完 了 年 月 日：令和 年 月 日

（２）完了検査年月日：令和 年 月 日

２ 備品等調書

購 入 継 続 使 用
品 名 規 格 数 量 購入単価 購入金額 耐用年数 備 考

年月日 希望の有無

円 円

以 上
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別記第17号様式（第12条関係）

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書

（防衛施設周辺防音事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で補助金交付決定の通知があった の

令和 年度における実績について、下記のとおり報告する。

記

１ 事 業 所 要 額： 円

２ 補助金交付決定額： 円

３ 年度末の収支の状況：年度末収支状況調書に記載のとおり

４ 事 業 実 施 期 間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 事業の内容及び年度末の出来高

経費の区分 工 種・ 交 付 決 定 出 来 高 進ちょく率 国庫補助金

及び工事費 品 目・ 事業量 事業量 (B) 備 考
又 は 事業費(A) 又 は 事業費(B) ×100

の 区 分 調査の種類等 数 量 数 量 (A) の交付済額

円 円 ％ 円

添付書類：１ 年度末収支状況調書

２ 出来高工程表
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別記第18号様式（第12条関係）

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書

（防衛施設周辺防音事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交付決定の通知があった

の令和 年度における実績について、下記のとおり報告する。

記

１ 事 業 所 要 額： 円

２ 補助金交付決定額： 円

国庫債務負担年割額 令和 年度 円

令和 年度 円

３ 年度末の収支の状況：年度末収支状況調書に記載のとおり

４ 事 業 実 施 期 間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 事業の内容及び年度末の出来高

経費の区 工 種・ 交 付 決 定 出 来 高 国庫補助金の交付済額
進ちょく率

分及び工 品 目・ 事業量 事業量 年 割 額
(B) 備 考

事費の区 調査の種 又 は 事業費(A) 又 は 事業費(B) ×100 令和 令和
(A)

分 類等 数 量 数 量 年度 年度

円 円 ％ 円 円 円

添付書類：１ 年度末収支状況調書

２ 出来高工程表

注：国庫債務負担行為に係る事業が３か年以上にわたる場合には、年割額の区分について適宜追加すること。
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別記第19号様式（第12条、第19条関係）

年 度 末 収 支 状 況 調 書

事業の名称：

１ 収入の部

費 目 予 算 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額 備 考

円 円 円

２ 支出の部

費 目 予 算 額 支 出 済 額 支 出 未 済 額 備 考

円 円 円

以 上
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別記第20号様式（第18条、第19条関係）

事 業 内 容 調 書 （１）

（空調設備契約種別等調書）

空調設備 契約種別 契約電力の定め方

換気設 換気設 空調設備 契約電力 契約受電 契約負荷

施設名 換気設 備及び 備及び の系統数 業務用 低圧電 高圧電 その他 (Ｋｗ) 設備を基 設備を基 その他

備のみ 温度保 除湿設 電力 力 力 にする方 にする方

持設備 備 法 法

注： 空調設備の項、契約種別の項及び契約電力の定め方の項は、それぞれ該当する箇所に○を記入すること。な

お、契約種別の項で、業務用電力、低圧電力又は高圧電力のいずれにも該当しない場合は、その他に契約種別

の名称を、契約電力の定め方の項で、契約受電設備を基にする方法又は契約負荷設備を基にする方法のいずれ

にも該当しない場合は、その他の契約電力の定め方を、それぞれ記入すること。



- 36 -

別記第21号様式（第18条関係）

事 業 内 容 調 書 （２）

（空調設備稼働状況集計表）

施設名： 空調設備の系統：

稼働設備のみ 温度保持設備 除湿設備 計 総授業時 月始めの 月始めの

間、総教 電力量計 ガスメー

月 育時間又 の数値 ターの数

稼働日数 稼働時間 稼働日数 稼働時間 稼働日数 稼働時間 稼働日数 稼働時間 は総保育 値

時間

４ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

５ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

６ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

７ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

８ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

９ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

10 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

11 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

12 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

１ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

２ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

３ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

計 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

注：１ 施設の空調設備の系統別に作成すること。

２ 稼働日数は各月の空調設備を稼働した日数を、稼働時間は各月の空調設備を稼働した総時間数（小数点以下

を切捨て）を、別紙稼働日誌に基づき、それぞれ記入すること。ただし、補助金等交付申請時以降の各月の稼

働設備、温度保持設備及び除湿設備の稼働日誌及び稼働時間については、原則として前年の同月の実績日数及

び実績時間とすること。なお、空調設備専用の電力量計が設置されており、稼働時間帯及び稼働時間を確認し

得る場合には、稼働日誌を省略することができる。

３ 各月の総授業時間（各月の総授業時数（小学校にあっては、第六学年の総授業時数とする。）に１単位時間

を乗じたもの）、総教育時間又は総保育時間は、各月の総実授業時間、総実教育時間又は総実保育時間とし、

単位は時間（小数点以下を切捨て）とすること。ただし、補助金等交付申請時以降の各月の総授業時間、総教

育時間又は総保育時間については、原則として前年の同月の実績時間とすること。

４ 月始めの電力量計（空調設備専用の電力量計が設置されている場合は、当該電力量計とする。）の数値は、

整数とすること。なお、毎月１日又はこれに続く日が休業日の場合は、休業日の翌日における数値とすること。

５ 吸収冷凍機又は吸収冷温水機の燃料が油の場合は、月始めのガスメーターの数値の項に使用量を記入するこ

と。
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（別紙）

稼 働 日 誌

１ 施 設 名：

２ 稼働年月日：令和 年 月 日 曜日

３ 稼働責任者： （職名）

４ 稼働記録表

空調設備の
稼働した空調設備 稼 働 時 間 帯 稼 働 時 間

系統

換 気 設 備 の み ： ～ ： 時 間 分

温度保持設備（暖房） ： ～ ： 時 間 分

除 湿 設 備（冷房） ： ～ ： 時 間 分

換 気 設 備 の み ： ～ ： 時 間 分

温度保持設備（暖房） ： ～ ： 時 間 分

除 湿 設 備（冷房） ： ～ ： 時 間 分

換 気 設 備 の み ： ～ ： 時 間 分

温度保持設備（暖房） ： ～ ： 時 間 分

除 湿 設 備（冷房） ： ～ ： 時 間 分

５ 毎月１日の電力量計の数値：

注：１ 空調設備を稼働させなかった日については、日誌は不要とする。ただし、毎月１日（当日又はこれに続く

日が休養日の場合は、休養日の翌日とする。）には、４の稼働記録表を除き記入すること。

２ 空調設備の系統数に応じ、欄を増減すること。

３ 稼働時間帯は、稼働させた設備ごとに、稼働開始の時刻及び稼働停止の時刻をそれぞれ分単位まで記入

すること。

４ 稼働時間は、稼働させた設備ごとに、１日の稼働時間をそれぞれ分単位まで記入すること。

５ 電力量計は、当該施設の電力量計とするが、空調設備専用の電力量計が設置されている場合は、当該電

力量計とする。

６ 稼働日誌は、原則として、翌年度の３月31日まで備え置くこと。
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別記第22号様式（第18条、第19条関係）

料 金 等 内 訳 表

施設名 料金等の区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

電力量 換気設 備のみ

料 金 温度保 持設備

(ａ) 除 湿 設 備

ガ ス 料 金 (ｂ)

燃 料 油 料 金 (ｃ)

電 力 量 料 金 等 計

(ｄ)＝(ａ)＋(ｂ)＋(ｃ)

電力量料金等計×補助の割合

(ｅ)

基 本 料 金 (ｆ)

基本料金×補助の割合

(ｇ)

月 別 の 計

(事業の実施に要する経費)

(ｄ)＋(ｆ)

月 別 の 計

( 維 持 費 補 助 額 )

(ｅ)＋(ｇ)

電力量 換気設 備のみ

料 金 温度保 持設備

(ａ) 除 湿 設 備

ガ ス 料 金 (ｂ)

燃 料 油 料 金 (ｃ)

電 力 量 料 金 等 計

(ｄ)＝(ａ)＋(ｂ)＋(ｃ)

電力量料金等計×補助の割合

(ｅ)

基 本 料 金 (ｆ)

基本料金×補助の割合

(ｇ)

月 別 の 計

(事業の実施に要する経費)

(ｄ)＋(ｆ)

月 別 の 計

( 維 持 費 補 助 額 )

(ｅ)＋(ｇ)
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別記第23号様式（第19条関係）

事 業 内 容 調 書 （３）

（空調設備稼働状況集計表）

施設名： 空調設備の系統：

稼働設備のみ 温度保持設備 除湿設備 計 総授業時 月始めの 月始めの

間、総教 電力量計 ガスメー

月 育時間又 の数値 ターの数

稼働日数 稼働時間 稼働日数 稼働時間 稼働日数 稼働時間 稼働日数 稼働時間 は総保育 値

時間

４ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

５ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

６ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

７ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

８ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

９ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

10 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

11 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

12 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

１ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

２ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

３ 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

計 日 時間 日 時間 日 時間 日 時間 時間

４ － － － － － － － － －

注：１ 施設の空調設備の系統別に作成すること。

２ 稼働日数は各月の空調設備を稼働した日数を、稼働時間は各月の空調設備を稼働した総時間数（小数点以下

を切捨て）を、別紙稼働日誌に基づき、それぞれ記入すること。

３ 各月の総授業時間（各月の総授業時数（小学校にあっては、第六学年の総授業時とする。）に１単位時間を

乗じたもの）、総教育時間又は総保育時間は、各月の総実授業時間、総実教育時間又は総実保育時間とし、単

位時間（小数点以下を切捨て）とすること。

４ 月始めの電力量計（空調設備専用の電力量計が設置されている場合は、当該電力量計とする。）の数値は、

正数とすること。なお、毎月１日又はこれに続く日が休業日の場合は、休業日の翌日における数値とすること。

５ 吸収冷凍機又は吸収冷温水機の燃料が油の場合は、月始めのガスメーターの数値の項に使用量を記入するこ

と。
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（別紙）

稼 働 日 誌

１ 施 設 名：

２ 稼働年月日：令和 年 月 日 曜日

３ 稼働責任者： （職名）

４ 稼働記録表

空調設備の
稼働した空調設備 稼 働 時 間 帯 稼 働 時 間

系統

換 気 設 備 の み ： ～ ： 時 間 分

温度保持設備（暖房） ： ～ ： 時 間 分

除 湿 設 備（冷房） ： ～ ： 時 間 分

換 気 設 備 の み ： ～ ： 時 間 分

温度保持設備（暖房） ： ～ ： 時 間 分

除 湿 設 備（冷房） ： ～ ： 時 間 分

換 気 設 備 の み ： ～ ： 時 間 分

温度保持設備（暖房） ： ～ ： 時 間 分

除 湿 設 備（冷房） ： ～ ： 時 間 分

５ 毎月１日の電力量計の数値：

注：１ 空調設備を稼働させなかった日については、日誌は不要とする。ただし、毎月１日（当日又はこれに続く

日が休養日の場合は、休養日の翌日とする。）には、４の稼働記録表を除き記入すること。

２ 空調設備の系統数に応じ、欄を増減すること。

３ 稼働時間帯は、稼働させた設備ごとに、稼働開始の時刻及び稼働停止の時刻をそれぞれ分単位まで記入

すること。

４ 稼働時間は、稼働させた設備ごとに、１日の稼働時間をそれぞれ分単位まで記入すること。

５ 電力量計は、当該施設の電力量計とするが、空調設備専用の電力量計が設置されている場合は、当該電

力量計とする。

６ 稼働日誌は、原則として、翌年度の３月31日まで備え置くこと。


